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要約

本研究では、鉄道利用促進に向けた MM の手法と効果の検証、推進体制のあり方の検討を目的に、青森県弘前市の弘南

鉄道大鰐線における MM の取組みを整理したうえで、同様の手法で「時期」と「場所」を変えて 2015 年から 2016 年の

2 か年に渡り実施した沿線住民を対象とした TFP の成果を整理・分析した。その結果、施策対象駅における大鰐線の利

用に関する心理指標の変化、TFP 対象駅の利用者数の変化を確認できただけでなく、大鰐線全体の利用者数の減少傾向

緩和・収入増加というマクロ的効果も把握できた。加えて、MM の持つ中長期的な効果を期待し難いという特性を踏まえ、

MM の継続的な実施には実施主体が多様であることが重要であり、MM 推進体制として多様な実施主体をゆるやかにま

とめ、MM に係るツール・ノウハウのアドバイスや支援をする、公共交通の維持に資する様々な活動の受け皿となり得

る組織や仕組みの存在が必要であることを示した。また、市民・住民参加の視点から、実施主体の多様化にともなう注

意点として、MM をはじめとする公共交通の維持に資する活動が、各主体の大目的の達成に貢献できることを考慮した

働きかけの必要性も論じた。

キーワード

モビリティ・マネジメント，トラベル・フィードバック・

プログラム，鉄道利用促進，地方鉄道，市民・住民参加

1.  はじめに

1.1  研究背景と経緯

　近年、地方部において鉄道の廃止が相次いでいる。こ

れは、JR 北海道における複数路線の廃止や廃止検討の問

題、JR 西日本三江線の 2018 年 3 月末廃止など、中小民

鉄事業者に限らない全国共通の課題となりつつある。青

森県内を見ると、弘南鉄道黒石線（1998 年廃止）、下北

交通大畑線（2001 年廃止）、南部縦貫鉄道（1997 年休止、

2002 年廃止）、十和田観光電鉄（2012 年廃止）の 4 つの

鉄道がすでに廃止しており、本稿で扱う弘南鉄道大鰐線

（以下、大鰐線と略記）は現在進行形で存廃問題の渦中に

ある。

　大鰐線は、青森県弘前市の交通の要衝である JR 弘前駅

から直線で 1 km ほど離れた中央弘前駅を起点に、隣接す

る大鰐町の大鰐駅までを結ぶ 13.9 km・14 駅の電化単線鉄

道である（図 1）。1952 年に弘前電気鉄道として開業した

が、「経営状態は悪化の一途」（弘南鉄道， 1997: 53）を辿っ

ていたため、1970 年に弘南鉄道へ営業権が譲渡された経

緯を持つ。

　利用者数は、営業権譲渡後の 1974 年度（389 万 8 千人）

をピークに減少が続いており（東奥日報， 2013c）、近年の

利用者数の推移をみると、2008（H20）年度の総利用者数

は 75 万 3 千人、2014（H26）年度は 47 万 8 千人と、6 年

間で 27 万 5 千人、約 63 % 減となっている（図 2）。この

うち通学定期利用者は 2008 年度から 2014 年度の間で約 4
～ 5 割を占めており、通学利用が多い地方部の公共交通

の典型的状況と一致する。

　大鰐線の存廃問題は、2013 年 6 月 27 日の弘南鉄道第

102 期定時株主総会の冒頭あいさつにおいて、船越弘造社

長が大鰐線を 2017 年 3 月末で廃止する方針を示した（東

奥日報， 2013a）ことに端を発する。翌 28 日に葛西憲之弘
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図 1：弘南鉄道大鰐線路線図（筆者作成）
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前市長が定例記者会見で大鰐線廃止方針に反対を表明（東

奥日報， 2013b）、同年 7 月 22 日に船越社長が葛西市長と

山田年伸大鰐町長にそれぞれ会談し、弘前市が設置する

協議会への参加を明言するなどして、大鰐線廃止方針は

“事実上撤回”されることとなった（東奥日報， 2013c）。
ただし、船越社長は新聞取材の中で、廃止撤回ではなく、

2017 年 3 月末廃止の方針がなくなっただけで、廃止の含

みは残っている（東奥日報， 2013d）と答えており、存廃

問題は今もなお進行形である。

　2013 年 8 月 26 日、弘前市は今後の大鰐線への支援の在

り方に関する協議や計画策定等を行うために、沿線自治

体や国、県、鉄道・バス・タクシーの各交通事業者、住民・

利用者代表、学識経験者等で構成される弘南鉄道大鰐線

存続戦略協議会を発足させ、運賃引き下げや二次交通対

策、モビリティ・マネジメントなどの複合的な利用促進

策の展開を通じて、2019 年度までに 2013 年度比で 12 万

1 千人以上の増加、利用者数 64 万 7 千人への回復を目

標値として設定（弘南鉄道大鰐線存続戦略協議会， 2015: 
16）。弘前市が主体となって、存続に向けた取組みを行っ

ている。

1.2  既往研究の整理と本研究の目的

　わが国では、モータリゼーションによって地域公共交

通の衰退が進み、やがては人々の生活の質の低下や、地

域社会そのものの持続性にも影響を及ぼしかねない状況

にあると言える。

　このような状況に対して、ひとり一人のモビリティ（移

動）が、社会にも個人にも望ましい方向、すなわち過度

な自動車利用から公共交通・自転車等を適切に利用する

方向に自発的に変化することを促す、コミュニケーショ

ンを中心とした交通施策、モビリティ・マネジメント（土

木学会， 2005: 1 ※以下、MM と略記）施策が、全国で盛

んにおこなわれている。その中の代表的技術の一つ、ト

ラベル・フィードバック・プログラム（※以下、TFP と

略記）については、国内の多数の事例を対象とした鈴

木他（2006）の研究によれば、特に居住者を対象とした

TFP の実務的効果として、TFP 実施前後で参加者（回答者）

の自動車利用削減意図が約 15 % 減少し、公共交通利用意

図が約 9 % 増加することが示されている。また、実際の

行動変化としては、自動車利用が約 15 % 削減され、公共

交通利用が約 31 % 増加すると報告されている。

　ところで、公共交通の利用促進を目的とした MM に取

り組む地域や事例は多いが、鉄道に対して MM を適用し

た事例は、コミュニティバスや路線バスに比べるとまだ

少ないように見受けられる。例えば、特定の鉄道路線の

利用促進を目的とした MM 研究としては、関西地方の複

数民鉄で行った木内他（2008）の研究や熊本電鉄で行っ

た溝上他（2008; 2010）の研究、和歌山都市圏の鉄道 2 路

線で行った伊藤（2008）の研究が例としてあげられる。

また、最近の事例としては MM 技術を応用した江ノ島電

鉄による混雑緩和策の報告（峯尾・大塚， 2015）があるが、

いずれも都市近郊やその周辺部での事例であり、青森県

弘前市のように県庁所在地ではなく、人口規模が 20 万人

を下回るような地方部での事例は、ほとんど見られない。

したがって、鉄道においても、バスと同様に MM の適用

可能性を検討し、手法と効果の検証、及びその実施体制

についての実践的な成果を積み上げ、共有していくこと

が、地域社会の持続性に資する公共交通全体の維持・活

性化に寄与するものと考えられる。

　そこで本稿では、存廃問題の渦中にある大鰐線におい

て 2015 ～ 2016 年度の 2 ヵ年に渡って沿線住民を対象と

して実施した MM の代表的手法、TFP の効果について、

アンケート調査結果による意識変容の把握だけでなく、

「利用者数・収入の変化」という総合的な効果についても

分析し、最後に MM を多様な対象に継続的に実施してい

くための推進体制について検討する。

2.  大鰐線における MM の概要

　弘前市は、2013 年に発足させた弘南鉄道大鰐線存続戦

略協議会（事務局：旧弘前市都市環境部都市政策課／現

都市整備部地域交通課　※以下、弘前市または協議会と

略記）　が実施主体となり、本稿で扱う大鰐線沿線住民を

対象とした TFP 以外に、いくつかの MM 事業を展開して

いる。ここでは、2015 ～ 2016 年度の 2 ヵ年にわたって弘

前市が実施した MM について、沿線住民 TFP 以外の事業

内容を概観する。

2.1  小学生向け MM（2016 年度実施）

　大鰐線沿線の小学校 1 校 1 クラスを対象に、鉄道の乗

り方やマナー、環境問題との関係、乗車体験などを行う

出前教室を、2016 年 11 月上旬に実施した。

2.2  中学生向け MM（2015・2016 年度実施）

　2015 年度は、弘前市と大鰐町の大鰐線沿線の中学校と、

弘前市内すべての中学校において、3 年生の生徒を対象

に、各中学校から市内各高校への公共交通での通学方法

をまとめた「通学カタログ」をすべての中学校毎に作成

し、公共交通利用のメリットを記載した動機づけリーフ

レットとともに、11 月から 12 月にかけて学校を通して配

布した。また、大鰐線沿線にある石川中学校については、

図 2：弘南鉄道大鰐線利用券種別年間利用者数の推移

（弘前市地域公共交通網形成計画より筆者作成）
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11 月に開かれた進学説明会会場において生徒・保護者に

直接説明・配布を行った。

　2016 年度は、同じく大鰐線沿線の中学校（弘前市・大

鰐町）と弘前市内全中学校の 3年生を対象に、動機づけリー

フレットを進学先となる各高校の入学説明資料に同封す

る形で、合否発表後の 2017 年 3 月に配布した。また、前

年度に直接説明・配布を行った石川中学校については、「通

学カタログ」を更新・作成したうえで、11 月に出前教室

を行い生徒に直接説明・配布した。

2.3  高校生向け MM（2015・2016 年度実施）

2015 年度は、大鰐線沿線の高校 4 校を含む弘前市内の全

高校に通う全生徒を対象に、動機づけ情報を記載したブッ

クカバーを作成・配布した。

　2016 年度は、大鰐線沿線の高校 4 校に通う生徒の保

護者へ対象を切り替え、動機付け冊子の配布と、保護者

と生徒との話し合いを促す設問を一部に設けたコミュニ

ケーションアンケートを実施した。

　この他にも、弘前市・協議会ではニューズレターの発

行や、新たな企画切符の作成・販売促進などの利用促進

策も行っている。

　なお、弘前市・協議会以外の取組みとして、沿線商店

街や一部の市民による大鰐線を活用したイベント等の実

施が見られる（詳細は 6 章に記述）。

　本稿においては、2 ヵ年に渡り同様の手法で実施した沿

線住民対象の TFP についての効果検証を行うが、これに

併せて、上記のような各種 MM を含めた多様な利用促進

策の全体的な効果（マクロ的な効果）を把握するために、

大鰐線利用者数及び大鰐線の収入の推移についても検証

することとしたい。

3.  大鰐線沿線住民を対象とした TFP の内容

3.1  実施概要

　本プログラムは、大鰐線沿線の住民を対象とした直接

的な利用促進を図ることを目的に、2015～ 2016年度の 2ヵ
年に渡って実施している。いずれも、「行動プラン法」に

基づくワンショット TFP による働きかけを行った。アン

ケート調査票の設問には、「現在の移動方法の把握」「大

鰐線の利用状況の把握」「行動プランの作成」「行動意図

の形成」「実行意図の形成」についての項目を設けている。

　アンケート調査票と合わせて、「事実情報提供法」に基

づき、大鰐線を利用する基本情報として運賃・時刻表や

企画切符等の情報提供に加えて、大鰐線の現状や健康の

話題、自動車にかかる費用の話題といった動機づけ情報

を掲載した動機付け冊子を同封した。

　これらツールの各世帯への配布・回収については、ポ

スティングで配布し、郵送回収の方法で行っている。

3.2  2015 年度実施分

　大鰐線各駅の利用者数と沿線人口（半径 1 km）を表 1
に示す。

　2015 年度は、千年駅から半径 1km 範囲内の地区に居住

する住民 1,500 世帯を対象に、12 月下旬に配布（調査票

は各世帯 2 部、計 3,000 部）、翌年 1 月上旬に回収するス

ケジュールで実施した。 2015 年度に限っては、アンケー

ト調査票や動機付け冊子と共に、経験誘発法に基づく大

鰐線を利用するきっかけづくりとして、千年駅を始終点

に片道のみ利用できる「お試し乗車券」を配布（各世帯 2
部、計 3,000 部）し、この利用状況を把握するために、1 ヵ

月後に事後アンケートを実施している。

　なお、対象として千年駅を選定した理由は下記のとお

りである。

• 大鰐線沿線人口（半径 1 km）で 14 % を占めている

• 過年度調査「弘前市交通結節点ネットワーク調査業務

（2013 年度）」で、小栗山駅、弘高下駅に次いで、人口

に対する 1 日当たりの利用者数の割合が低い駅として

抽出されている

• 小栗山駅と比較して駅周辺に住宅が張り付いている こ
とに加えて、中央弘前駅に近い弘高下駅よりも多様な

意見が得られる可能性が高い

• 千年駅を起点に約 1.5 ～ 2 km 程離れた新興住宅街の  
安原地区を循環する乗合ジャンボタクシーの実証運行

を実施した後であることや、2014 年度に実施したアン

ケート調査で回答率が一番高かった（約 21 %　有効回

答数全 467）ことから、公共交通に対する関心も高い

と考えられる

3.3  2016 年度実施分

　2016 年度は、前年度の規模や効果等を踏まえたうえで、

中央弘前 弘高下
弘前学院

大前

聖愛

中高前
千年 小栗山 松木平 津軽大沢

義塾

高校前
石川

石川

プール前
鯖石 宿川原 大鰐

利用者数（人） 158,695 19,624 73,913 44,295 41,445 2,851 5,404 24,148 58,993 34,177 5,438 14,206 4,579 87,991

定期外 79,335 7,744 35,127 21,716 19,788 1,964 4,234 4,306 8,233 8,970 1,912 5,348 2,839 32,401

通勤定期 21,720 1,050 7,710 4,740 4,860 150 750 2,700 270 2,040 420 540 150 5,340

通学定期 57,640 10,830 31,076 17,839 16,797 737 420 17,142 50,490 23,167 3,106 8,318 1,590 50,250

沿線人口（人） 8,392 9,371 8,295 6,739 7,025 1,939 1,115 1,031 346 1,742 478 806 512 3,844

割合 16 % 18 % 16 % 13 % 14 % 4 % 2 % 2 % 1 % 3 % 1 % 2 % 1 % 7 %

注：利用者数・沿線人口：H25 年度弘前市調査結果（弘前市交通結節点ネットワーク調査業務）。

表 1：大鰐線各駅の利用者数と沿線人口（半径 1 km）
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弘前学院大前駅（以下、学院大前駅と略記）と石川駅か

ら半径 1 km 範囲内の地区に居住する住民計 2,500 世帯を

対象に、9 月上旬に配布、9 月下旬に回収するスケジュー

ルで実施した。アンケート調査票の配布規模については、

駅別の沿線人口の大小と世帯構成に基づいて、単身世帯

が多く沿線人口に占める割合が大きい学院大前駅で 2,000
世帯（各世帯 1 部）、核家族が多く沿線人口に占める割合

が小さい石川駅で 500 世帯（各世帯 2 部）で実施している。

　配布物は 2015 年度と同様、アンケート調査票と合わせ

て動機付け冊子を同封したほか、大鰐線以外の公共交通

機関（JR・バス）も存在する石川駅沿線住民に対しては、

大鰐線、JR、バスすべての時刻表を統一で記載した「公

共交通総合時刻表」も作成、配布した。

　2016 年度実施分の時期と対象エリアの選定に関しては、

以下の視点に基づいている。

3.3.1  時期

　大鰐線では例年、積雪期に利用者数が増える傾向にあ

る。2015 年度は 12 月に実施したため、積雪による季節変

動を受けて TFP の効果を実感しづらいというのが課題と

なった。そこで、2016 年度実施分は積雪の影響を受けな

い時期に実施・効果測定が行えるよう、9 月中に実施する

ことにした。

3.3.2  対象エリア

　学院大前駅と石川駅の 2 ヵ所を対象エリアとした選定

理由は 2 つあげられる。

　まず、需要創出を図るうえでは、中央弘前方面と大鰐

方面の双方向からの需要喚起が望ましいことから、中央

弘前側を学院大前駅、大鰐側を石川駅として選定した。

　次に、TFP の効果的・効率的な実施を検討するために、 
2012 年度から 2015 年度までの利用者数の推移が増加傾向

にあった石川駅、2012 年度から 2015 年度までの利用者数

の推移が減少傾向となっていた学院大前駅を選定し、利

用者の増減傾向による TFP の効果の相違を把握すること

で今後の施策展開の示唆を得ることとした。

　なお、石川駅は 2015 年度と 2016 年度に石川中学校で

出前講座を行っており、学院大前駅も隣接する商店街を

中心に大鰐線の利用促進につながる取組みが見られるこ

とから、公共交通に対する関心の高さが期待できる点も

選定理由に含まれる。

4.  沿線住民を対象とした TFP の効果

4.1  意識変容における効果

　両年度の回収状況は表 2 のとおりである。

　アンケート調査票に設けた「行動プラン法」によって、

大鰐線を利用してみようと思う行動意図がどれほど形成

されたのか、その結果を図 3 に示した。「とても思う・思

う」という意思を表明した人が 5 割前後を占めており、「少

し思う」を含めると 9 割前後の人が「思う」側の回答を

している。

　ところで、行動プランの作成によって行動意図が形成

されるかどうかは、普段の大鰐線の利用頻度との関係も

深いと考えられる。そこで、普段の大鰐線の利用頻度別

に各エリアでの行動意図についても把握するために、日

常的利用者（月 1 日以上）、非日常的利用者（年 1 回～年

数日程度）、非利用者の 3つのカテゴリー別に、行動意図「と

ても思う～思わない」についてそれぞれ「4 点～ 1 点」を

割り当て、加重算術平均により行動意図を指標化した数

値を比較したところ（表 3）、すべてのエリアにおいて「普

段から大鰐線を利用している人ほど行動意図が高い」傾

向にあることが把握された。

　次に、行動プランの実行意図（図 4）については、比較

的直近の「2 ～ 3 週間以内」と回答した人が、千年エリア

と石川エリアで約 26 %、学院大前エリアで 33 % を占め

ており、「1 ヵ月以内」にまで期間を延ばすと 5 割前後に

達する。一方で、「実行できない」と回答した人が、いず

2015 年度（千年） 2016 年度（学院・石川）

回収世帯数 430 世帯 485 世帯

回収調査票数 633 部 551 部

世帯回収率 28.7 % 19.4 %

表 2：沿線住民 TFP の回収状況
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図 3：行動プラン法による各エリアの行動意図

千年

（2015）
学院大前

（2016）
石川

（2016）

日常的利用者 3.1 3.2 3.3

非日常的利用者 2.3 2.4 2.4

非利用者 1.9 1.9 1.9

表 3：行動意図の指標化による利用頻度との関係比較

図 4：行動プラン法による各エリアの実行意図
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れのエリアでも 2割程度存在していることも明らかとなっ

た。

4.2  TFP 対象駅の利用者数における効果

　TFP の効果については、意識変容に加え、どの程度実

際の行動変容につながったかを把握することも重要であ

る。このとき、パネル調査による個人ベースでの行動変

容の把握・集計を行うことも可能ではあるが、一定の実

施規模に達している場合には、調査協力者以外も含めた

全体の効果を把握することが望ましいと言える。そこで、

本稿では弘南鉄道による利用者数の集計データをもとに、

TFP 対象駅の「利用者数の変化」を押さえることとした。

　ここで、行動プラン法においては、基本的に非日常的

利用者をターゲットに想定している（普段利用していな

い層に利用促進を図る）ことを踏まえ、本稿では TFP 対

象駅の「定期外利用者数の変化」を効果計測指数とし、

「TFP 対象駅の定期外利用者数の変化」と「非対象駅の定

期外利用者数の変化」を比較することで、TFP の効果を

把握した。また、効果を把握する期間は、実施前後の変

化、および中期的な変化を把握するために、TFP 実施直

前の月を含む 5 ヵ月間とした（2015 年度：11 月～翌年 3
月・2016 年度：8 月～ 12 月）。なお、2015 年度については、

アンケート調査において千年駅と隣接する駅を「最寄駅」

として選択した人がいたことから、TFP の対象駅として、

千年駅に加えて隣接する聖愛中高前駅・小栗山駅の 2 駅

を追加している。

4.2.1  2015 年度実施分の利用者数の変化

　2015 年 11 月から翌年 3 月にかけての定期外利用者数の

推移を図 5 に示す。TFP 対象 3 駅（千年駅・聖愛中高前駅・

小栗山駅：以下同様）は、TFP 対象外の駅（上記以外の 11 駅）

に比べて、TFP を実施した 12 月以降に定期外利用者が増

えている様子が窺える。特に、実施月を含めて 12 月、1
月は 11 月を基準としたときの変化の差異が 19 ～ 29 % と

大きくなっており、実施から約 3 ヵ月が経過した 3 月に

おいても、その差異は小さくなっているものの TFP 対象

外の駅に比べて高い水準で推移している。

　ここで、TFP の実施時期が積雪期であったことを踏ま

えると、例えば「対象 3 駅は、他の駅に比べて積雪期に

定期外利用者が増えやすい傾向にある」或いは「TFP を

実施した 2015 年度は定期外利用者数に影響するような社

会的動向が存在した」など、TFP 実施の有無とは別の要

素が対象期間中の推移に影響を及ぼしている可能性も考

えられる。

　そこで、TFP 対象駅とそれ以外の駅について、11 月か

ら 3 月までの定期外利用者の推移を、TFP を含めた MM
を実施する前の年度（MM 未実施年：2012 年～ 2014 年

度）、実施した年度（MM 実施年：2015 年度）に分けて比

較したところ、TFP 対象外の駅では、MM 実施の有無で

期間中の推移はほとんど変化していない（図 6）のに対し、

TFP 対象駅では、11 月を基準とした変化率が、MM 実施

年において高くなっており、特に TFP 実施直後の 1 月で

は 24 % と高い水準で増加している様子が示された（図 7）。
　つまり、TFP 対象外 11 駅の推移を鑑みるに、TFP を実

施した 2015 年度が「何か社会的動向等の異常があった年」

である可能性は少なく、「例年通りであった」可能性が高

い中で、TFP 対象駅において特に 1 月に定期外利用者が

例年（MM 未実施年）に比べて増加している、と解釈す

図 5：2015 年度 TFP 対象駅と対象外の駅における定期外

利用者数の推移（11 月を基準とした変化率）
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ることができる。

　以上のことから、TFP 対象 3 駅においては、TFP 実施

により定期外利用者が増加した可能性が示唆されたと言

えよう。

4.2.2  2016 年度実施分の利用者数の変化

　次に、2016 年 8 月から 12 月にかけての各駅の定期外利

用者数の推移を図 8 に示す。TFP 対象の学院大前駅では、

TFP 対象外の駅（学院大前駅・石川駅以外の 12 駅）に比

べて、TFP を実施した 9 月以降に定期外利用者が 5 ～ 14 
% の間で安定的に増えている様子が窺える。また、TFP
対象の石川駅では、TFP を実施した 9 月以降、特に 10 月

において定期外利用者が大きく増えている（47 %）様子

が窺えるものの、実施後 3 ヵ月の時点では対象外駅の水

準以下となっている。

　ここで、2015 年度の分析の際と同様に、MM 実施前の

年度（MM 未実施年：2012 ～ 2014 年度）と実施した年度

（MM 実施年：2016 年度）における同期間中の推移を把握

したところ、TFP 対象外の駅では、MM 実施の有無で期

間中の推移はほとんど変化していない（図 9）のに対し、

TFP 対象駅である学院大前駅では、8 月を基準とした変化

率が、MM 実施年において高くなっており、TFP 実施か

ら 2 ヵ月間の間は徐々に増加傾向が高まっている様子が

示された（図 10）。次に、TFP 対象である石川駅では、8
月を基準とした変化率が TFP 実施から 1 ヵ月後の 10 月に

かけて増加傾向が高まり、その後 TFP 実施から 3 ヵ月後

の 12 月にかけて減少している様子が示された（図 11）。
　つまり、TFP 対象外 12 駅の推移を鑑みるに、TFP を実

施した 2016 年度が「何らかの社会的動向等の異常があっ

た年」である可能性は少なく、「例年通りであった」可能

性が高い中で、TFP 対象駅での定期外利用者は、例年（MM
未実施年）に比べて、学院大前駅で安定的に増加し、石

川駅で短期的に増加したと解釈することができる。

　以上のことから、TFP 対象 2 駅においては、TFP 実施

により定期外利用者が増加した可能性が示唆されたと言

えよう。なお、弘南鉄道の報告によれば、沿線の児童 148

名（保育園・幼稚園）が 10 月に遠足で石川駅を利用して

おり、この利用者数 296 名（往復利用）は石川駅の 10 月

の定期外利用者数 1,337 名のうち 22.1 % を占めることか

ら、石川駅における TFP の効果としては、少なくとも 22 
% ほど低く見積もることが必要であるが、それでもなお、

図 8：2016 年度 TFP 対象駅と対象外の駅における定期外

利用者数の推移（8 月を基準とした変化率）
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TFP 対象外駅に比べれば高い水準となっている。

4.3  実施方法等による効果の比較

　2 ヵ年にわたり実施した TFP の効果について、実施方

法による効果の大きさ、持続性の相違などを把握する。

　表 4 で取りまとめたとおり、定期外利用者数の変化に

ついて、千年駅では、TFP 実施直後（1 月末まで）、MM
未実施年度に比べて大きく増加したものの、中期的には

増加傾向が緩和された。また、学院大前駅では、TFP 実

施後の 3 ヵ月間（12 月まで）、MM 未実施年度に比べて安

定的に増加傾向にあると言えるものの、やはり中期的に

は増加傾向が緩和されている。そして、石川駅では、TFP
実施後の 2 ヵ月間（11 月末まで）、MM 未実施年度に比べ

て増加したが、3 ヵ月後には減少に転じた。

　ここで、千年駅で実施した際には、1 月末まで利用可能

な「お試し乗車券」を 3,000 部配布しており、事後アン

ケート回答者のうち 4 割がこれを利用していることから、

非回答者も含めて、一定程度の利用があったものと推察

される。このため、「お試し乗車券」の有効期間中は、他

の駅に比べて利用者が増加しやすかったものと考えられ

る。次いで、学院大前駅では、他の 2 駅に比べて行動プ

ラン法による利用意図の活性化が高い水準となっており、

定期外利用者の安定的な増加に寄与しているものと考え

られる。また、石川駅では、TFP 実施直後に定期外利用

者が大きく増加しているが、前述のとおり、園児の団体

利用による増加分を除けば、定期外利用者数の変化は 8 %
となり、同時期に実施した学院大前駅と同程度の増加率

であったことが窺える。

　以上のことから、「TFP の効果」としては MM 未実施年

度との比較において、実施から 2 ヵ月後までは 6 ～ 24 %
増と多少のばらつきはあるものの、全ての駅で効果が発

現・持続していたが、（3 ヵ月後の）中期的な効果は全て

の駅で縮小する傾向にあることが示された。また、既往

研究においてはバスを対象とした事例で示されているの

と同様に、お試し乗車券による経験誘発法の効果が高い

こと、利用意図の活性化の度合いによって行動変容に影

響があることを確認できた。一方、特に積雪寒冷地にお

ける既往研究においては、行動が転換・変容しやすい「積

雪期に変わるタイミング」での MM 実施が効果的である

とされてきたものの本稿の鉄道を対象とした事例・分析

においては、MM 実施時期による影響・効果の変化は明

確ではなく、また対象駅利用者数の直近の推移によって

も効果に変化は見られないことから、TFP の効果は一定

程度の普遍性を持つ可能性が示唆されたと言えよう。

5.  大鰐線における MM のマクロ的効果と課題

5.1  MM を軸とした各種利用促進策のマクロ的効果

　本稿では大鰐線における沿線住民を対象とした TFP の

手法および効果を整理してきたが、2 章に記載したとおり、

弘前市（協議会）では MM を軸として多様な利用促進方

策を実施している。その総合的な効果（マクロの効果）は、

大鰐線利用者数の変化、より実質的には収入そのものの

変化において期待されるところである。そこで、協議会

として各種利用促進策を実施する以前の 2013 年 4 月から

2017 年 3 月までの利用者数（表 5）および収入実績（表 6）
を整理することで、このマクロの効果を把握した。

　その結果、大鰐線利用者数について、10 % 近い減少で

推移していたところ、MM を開始した 2015 年度以降、減

少傾向が緩和され、2016 年度には、前年度比 0.7 % 減に

留まっている。具体的には、通勤定期利用者数の安定的

な微増、通学定期利用者数の減少傾向の緩和、定期外利

用者数の増加が見られた。

　さらに、大鰐線の収入については、年数 % の減少傾向

にあったところ、2016 年度には 1.2 % 増と、8 年ぶりに増

加傾向に転じた（東奥日報， 2017）。
　なお、通勤定期の利用者数と収入はともに堅調に増加

しているが、これは、弘前市役所において大鰐線沿線居

住職員を対象に市庁舎職員駐車場の利用に制限をかけた

実質的な大鰐線の利用義務化、従来の定期外利用者から

の移行などが考えられるが、詳細な検証は行われていな

い。

　以上のとおり、本稿で扱った沿線住民 TFP をはじめと

する MM を軸とした各種利用促進方策について、大鰐線

利用者の減少傾向の緩和、大鰐線収入の微増という、総

年度 対象駅

対象エリアの特性

時期 規模 方法

効果

沿線 
人口

利用者 
割合

実施前の 
利用者推移

利用意図
定期外利用者数の変化

1 ヶ月後 2 ヵ月後 3 ヵ月後

2015 千年駅
7,025 

（沿線の 14 %）

1.6 % 
（14駅中 10位）

減少傾向
積雪期 

（12 月）

1,500 世帯 
3,000 部

動機付け冊子 
行動プラン法 
お試し乗車券

7.0 24 8 2

2016

学院大前駅
8,295 

（沿線の 16 %）

2.4 % 
（14 駅中 8 位）

減少傾向

非積雪期 
（9 月）

2,000 世帯 
2,000 部

動機付け冊子 
行動プラン法 
公共交通総合

時刻表（石川

のみ）

8.1 7 16 5

石川駅
1,742 

（沿線の 3 %）

5.3 % 
（14 駅中 4 位）

H27 から

増加

500 世帯 
1,000 部

7.3 30 → 8 6 -10

注：沿線人口・利用者割合：H25 年度弘前市調査結果（弘前市交通結節点ネットワーク調査業務）、実施前の利用者推移：H27 年度は
H24 ～ H26 年度実績、H28 年度は H24 ～ H27 年度実績（弘南鉄道データ）、利用意図：指標化した行動意図と実行意図の乗算より算出
（数値自体に意味はないが、相対比較の指標として活用／最大値 24）、定期外利用者数の変化：TFP 実施直前の月を 100 として、翌月以
降の利用者数を過去の MM 未実施年度平均的推移と比較したもの。

表 4：沿線住民 TFP の効果の比較
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合的な効果が発現しつつあることが確認された。

5.2  MM の効果的な実施に向けた課題

　4 章において、MM の代表的手法である TFP の中でも

簡易的に実施できるワンショット TFP という基本的な手

法は、鉄道を対象とした場合にも有効であることが改め

て確認された。加えて、前節では小中高生を対象とした

MM 等も含め、複数の MM を継続的に展開することで、

鉄道全体の利用者増につながることも明らかとなった。

　しかし、4 章からは TFP による効果の発現は 2 ヵ月程

度にとどまり、3 ヵ月以上の中長期的な効果は期待し難い

ことがわかった。これは、TFP に限らず、例えば小中高

生を対象とした MM のような個々の MM についても、そ

の取組みが単発で終わってしまえば、その効果の継続を

期待することは難しいことを示唆していると言える。実

際、これまでの多くの事例からも MM 実施直後の短期

的な効果の発現は確認できる一方、MM の中長期的な効

果（3 ヵ月～ 1 年以上）については実施直後よりも縮小

傾向になることが先行研究で示されている（染谷・藤井， 
2006；松村， 2008；横溝・森本， 2010）。中長期的な効果

が期待し難いという特性がある以上、MM は多様な対象

（小中高生、通勤、買い物・通院、市民のレジャー需要、

観光客等）に継続的に実施していく必要がある。

　ところで、大鰐線における MM に限らず、これまでの

多くの事例においても、MM 実施主体の多くは行政であ

る。しかし、先行研究において、行政主導による MM は

予算不足により取組みが継続せず、十分な効果が発現し

ないリスクを有していることが指摘されている（沼尻他， 
2014）。
　弘前市（協議会）では 2017 年度にも大鰐線沿線住民を

対象とした TFP を実施したが、2017 年度は弘前市の予算

縮小に伴い、本稿で扱う 2015 ～ 2016 年度の MM と比較

して実施規模が小さくなり、MM の効果は発現しなかっ

た。結果的に、弘前市による大鰐線における MM は 2017
年度を最後に終了してしまった。

　以上のことからも、行政だけが MM の実施主体となっ

ている場合は「金の切れ目が縁の切れ目」という予算リ

スクが、MM の継続的な実施の弊害となる。

6.  大鰐線における多様な主体による取組みと課題

6.1  大鰐線の維持に資する活動の取組み状況

　2 章で触れたように、沿線商店街や一部の市民が大鰐線

を活用したイベント等を実施しており、それらは MM と

目的を同じくする「大鰐線の維持に資する活動」と言える。

そこで、まずは MM を含めた大鰐線の維持に資する活動

について、年度別に実施主体と実施内容を整理する。

　表 7 より、TFP を用いた沿線住民 MM、小中高生を対

象とした学校 MM のいずれも、弘前市（協議会）が実施

主体であり、行政以外が主体の MM は見られない。

　一方、MM 以外の取組みについては、行政以外の多様

な実施主体が存在している。

　例えば、2015 年 7 月 4 日に行われた「駅ナカシードル

パブ」の取組みは、市民（西弘商店街、大学生サークル）

が実施主体となりつつ、弘前大学や弘前学院大学の学生、

酒造メーカーなどの企業も巻き込んで実施された。弘前

市では毎年 2 回はしご酒イベント「弘前バル街」が開催

されており、イベント参加店舗が集中する中央弘前駅周

辺の繁華街と、同じくイベント参加店舗が複数立地する

学院大前駅周辺の西弘商店街との間で、大鰐線を活用し

た人の流れを生み出すために、弘前市（協議会）が「弘

前バル街参加者限定無料乗車券」の取組みを行うことと

なった。「駅ナカシードルパブ」の取組みは、無料乗車券

過去 5 年間の大鰐線の利用者数（人） 大鰐線利用者数の対前年増減率

通勤定期 通学定期 定期外 計 通勤定期 通学定期 定期外 計

2012 年度（参考） 52,440 289,402 233,917 575,759 – – – –

2013 年度 55,620 243,112 227,300 526,032 6.1 % –16.0 % –2.8 % –8.6 %

2014 年度 58,140 205,242 215,197 478,579 4.5 % –15.6 % –5.3 % –9.0 %

2015 年度 61,680 213,170 193,426 468,276 6.1 % 3.9 % –10.1 % –2.2 %

2016 年度 66,300 200,790 197,705 464,795 7.5 % –5.8 % 2.2 % –0.7 %

表 5：過去 5 年間の大鰐線利用者数の推移と対前年増減率

過去 5 年間の大鰐線の収入（円） 大鰐線収入の対前年増減率

通勤定期 通学定期 定期外 計 通勤定期 通学定期 定期外 計

2012 年度（参考） 9,266,000 33,603,000 61,356,000 104,225,000 – – – –

2013 年度 10,196,157 28,338,243 58,964,713 97,499,113 10.0 % –15.7 % –3.9 % –6.5 %

2014 年度 10,634,341 23,910,779 54,985,693 89,530,813 4.3 % –15.6 % –6.7 % –8.2 %

2015 年度 11,359,433 23,220,059 50,014,555 84,594,047 6.8 % –2.9 % –9.0 % –5.5 %

2016 年度 12,091,184 22,585,188 50,944,220 85,620,592 6.4 % –2.7 % 1.9 % 1.2 %

表 6：過去 5 年間の大鰐線収入の推移と対前年増減率
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活動名 活動内容 実施主体 時期 継続 備考

2015 年度～
2016 年度実施分

中学生向け学校 MM MM 弘前市（協議会）
2015 年 11 月 12 日～ 12
月 21 日

高校生向け学校 MM MM 弘前市（協議会）
2015 年 12 月 11 日～ 22
日

沿線住民 MM MM 弘前市（協議会）
2015 年 12 月 22 日～
2016 年 1 月 5 日

鰐びより 情報提供 弘前市（協議会）
2015 年～ 2018 年（2 ～
3 ヵ月に 1 回）

中学生応援切符 企画切符 弘前市（協議会）
2015 年 12 月 5 日～
2016 年 3 月 27 日

通院あんしんパス 企画切符 弘前市（協議会） 2015 年 12 月 5 日～ △
2017 年度から「あんしん
パス +100」として継続

弘前バル街参加者限定無料乗
車券

企画切符 弘前市（協議会）→弘南鉄道
2015 年度～（毎年 2・7
月）

△
2017 年度以降は弘南鉄道
が実施主体となり、復路
のみ無料として継続

駅ナカシードルパブ イベント 市民（西弘商店街、大学生サークル） 2015 年 7 月 4 日 弘前バル街に合わせて

大鰐線 DE ハロウィン＆コス
プレイベント

イベント 市民（西弘商店街、大学生サークル） 2015 年 10 月 31 日

大鰐線シールラリー イベント
コンソーシアム（弘前市、東北女
子短期大学、弘前実業高校）

2015 年 7 月 27 日
～ 10 月 18 日

ぽっぽや体験イベント イベント
コンソーシアム（弘前市、東北女
子短期大学、弘前実業高校）

2015 年 10 月 31 日

冬バルミニイベント イベント 市民（西弘商店街、大学生サークル） 2016 年 2 月 6 日 弘前バル街に合わせて

パークアンドライド実証実験 他交通機関との連携 弘前市（協議会）
2015 年 9 月 1 日～ 2016
年 3 月 31 日

鉄道・バス乗り継ぎ割引実証
実験

他交通機関との連携 弘前市（協議会）
2015 年 10 月 10 日～
2016 年 3 月 31 日

二次交通としての乗合タク
シー運行実証実験

他交通機関との連携 弘前市（協議会）
2015 年 12 月 7 ～ 20 日
2016 年 8 月 29 日～
2017 年 3 月 31 日

大鰐線利用者の弘前公園有料
エリア無償化

割引制度 弘前市（協議会）
2015 年度～（毎年 4 月
下旬～ 5 月上旬、10 月
中旬～ 11 月中旬）

○

ひろさきアフタースクール弘
南鉄道ぷち遠足

イベント 市民
2015 年 4 月 29 日、8 月
22 日、12 月 5 日

8 月は弘南鉄道弘南線で
実施

電車とバスの情報誌「ほっと」 情報提供 市民（大学生サークル） 2016 年 3 月

大鰐線ヨガジャック イベント 市民 2016 年 1 月 24 日

走るこども美術館 イベント コンソーシアム（弘前市） 2016 年 8 月～ 10 月

交通乗り♪乗り♪大鰐線でタ
イムトリップ！

イベント 市民
2016 年 10 月 8 日、12
月 17 日

ノーマイカーデー応援プロ
ジェクト～ノーマイカーで
飲ぉもうかぁ～

割引制度
コンソーシアム（西弘商店街、鍛
冶町創造委員会）

2016 年 10 月 11 ～ 20 日 協賛店舗での割引

小学校向け学校 MM MM 弘前市（協議会）
2016年10月18日、27日、
11 月 7 日

2 校 3 クラス出前講座

中学校向け学校 MM MM 弘前市（協議会）
2016 年 11 月 11 日、
2017 年 3 月

1 校出前講座、全市的に
動機づけリーフレットの
配布

高校生向け学校 MM MM 弘前市（協議会）
2016 年 10 月 19 日～ 11
月 7 日

沿線住民 MM MM 弘前市（協議会） 2016 年 9 月 6 日～ 20 日

西弘きっぷ 企画切符 市民（西弘商店街）、弘南鉄道
2017 年 2 月 24 日～
2019 年 3 月 31 日

協賛店舗での割引、およ
び大鰐線復路無償化

高校生ワークショップ イベント 弘前市（協議会） 2017 年 3 月 7 日

2017 年度以降
実施分（参考）

トレイン美術館 イベント
コンソーシアム（弘前市、市民、
弘南鉄道）

2017 年 7 月～ 10 月

公共交通を利用してプラスワ
ンサービスをゲット !! 割引制度 市民（鍛冶町創造委員会）

2017 年 8 月 1 日～ 12 月
31 日

協賛店舗での割引

沿線住民 MM MM 弘前市（協議会） 2018 年 1 月 15 ～ 31 日
事後アンケは 2 月 19 日
～ 2 月 28 日

中央弘前駅駅舎ギャラリー化
計画「GALLERY まんなか」

イベント 市民（まんなかづくり実行委員会）
2018 年 2 月～ 2019 年 3
月

大鰐線定期利用拡大キャン
ペーン

企画切符 弘前市、大鰐町 2018 年度～ ○
通勤・通学定期 20％割引
分の補填

表 7：大鰐線の維持に資する活動の一覧（2019 年 6 月現在）

注：活動内容のうち「企画切符」は大鰐線運賃が割り引かれるもの、「割引制度」は大鰐線運賃以外で何らかの料金の割引が受けら
れるものを指す。継続のうち「△」は開始当初の形態を変えて継続しているもの、「○」は形態を変えずに継続しているものを指す（2019
年 6 月現在）。
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の取組みに合わせて、市民が中央弘前駅と学院大前駅の

駅舎内に、毎時 1 本の電車を待つ間を有意義に過ごして

もらうための立ち飲みパブを設けたものである。これら

の取組みの相乗効果によって、当日は多くのイベント参

加者が大鰐線を利用したことに加えて、無料乗車券分の

収入がゼロとなった弘南鉄道に対して、「駅ナカシードル

パブ」の売上により、運賃無償化分の全額補填も実現した。

　他にも、西弘商店街では、企画きっぷやイベントを実

施しており、大学生サークルは、大鰐線と沿線を紹介す

る情報誌を作成したり、イベントを実施したりするなど

複数の取組みを行っている。大鰐線存廃問題を契機に弘

前市主導で交通事業者や商店街の店主、市民等、大鰐線

の維持に関心のある人々で構成・設立されたコンソーシ

アム、または市民や商店街が主体となって大鰐線を活用

したイベントや割引制度も実施されている。

6.2  多様な主体による取組みが抱える課題

　MM と目的を同じくする「大鰐線の維持に資する活動」

は、商店街や大学生サークル、コンソーシアム、市民など、

多様な主体により様々な活動が断続的に展開されており、

「利用促進活動自体は継続的かつ空間的な広がりをもって

実施されている」と言える。

　しかし、例えば前述の「駅ナカシードルパブ」の取組

みは、翌年 2 月 6 日に同様のものを実施したが、規模は

縮小し、その後は尻すぼみとなっているように、これら

の取組みは、単発の一過的なイベントとしての実施がほ

とんどで、利用促進方策として必ずしも効果的な手法が

採られているとは言えない。それぞれの取組み内容も関

連性や連続性といったつながりが希薄であり、「手法も方

向性もバラバラな取組みが散在している」というのが現

状だと言える。

　加えて、全体としては何らかの取組みがあるように見

えるが、1 実施主体 1 取組みにとどまるもの（例えば「大

鰐線ヨガジャック」など）や、コンソーシアムや商店街、

大学生サークルによる取組みにおいても構成メンバーは

流動的でその都度変わるなど、個々の実施主体、個々の

取組みという点では、その継続性は心許ない。

　以上のとおり、大鰐線における多様な主体による取組

みは、一貫性や戦略性に乏しいという側面もある。

7.  MM 推進体制の考察

　4 章では鉄道を対象とした MM の有効性を改めて確認

したとともに、5 章では多様な対象への MM の実施、お

よびその継続の重要性を示した一方で、行政主導 MM に

おける予算リスクの弊害も実際に確認された。

　6 章では、地域における多様な主体による多彩な取組

みは、MM を含めた「大鰐線の維持に資する活動」が継

続する可能性を示したが、単発のイベント的な実施がほ

とんどで手法が十分に精緻化されていないこと、個々の

取組みがバラバラで軸となる戦略が不在であることから、

望ましい効果が発揮されにくいことが危惧される。

　これらを踏まえて、本章では、MM の考え方・手法を

有効に活用した取組みが継続的に展開されるために、そ

の「体制」の在り方について検討することとしたい。

7.1  MM の継続的な実施を可能にする体制

　これまで述べてきたことから、もし、行政や交通事業

者以外の主体が MM を実施することができれば、行政主

導 MM が孕む予算リスクに関係なく、MM の継続性を担

保する活路を見出すことができる。

　無論、予算リスクは行政・交通事業者以外の主体にも

存在するし、個々の実施主体や取組みで見れば、継続性

が心許ない部分もある。しかし、行政・交通事業者だけ

でなく様々な主体の中で MM の考え方や手法が広く普

及・浸透していれば、ある実施主体が単発で MM を実施

したとしても、別の実施主体が次の MM を展開でき、地

域全体として MM の継続的な実施も可能である。このと

き MM の具体内容は実施主体のキャパシティや得意分野

といった特性が反映されると考えられ、必然的に MM の

対象も多様になる。

　以上のことから、MM を多様な対象に継続的に実施す

るためには、実施主体の多様化が重要であると言える。

　ただし、個々の実施主体がバラバラで動いてしまって

は、取組みの一貫性や戦略性に乏しい状況に変わりなく、

MM の考え方や手法を効果的に普及・浸透することも難

しい。そのため、個々の活動を尊重しつつも複数の実施

主体を軸となる戦略へゆるやかに束ねたり、MM に係る

ツール・ノウハウのアドバイスや支援をしたりする、公

共交通の維持に資する様々な活動の受け皿となり得る組

織や仕組みの存在が、MM の推進体制として必要である。

7.2  実施主体の多様化にともなう注意点

　MM の実施主体が行政・交通事業者以外に多様化する

とき、その実施主体として期待されているのが、様々な

立場の市民や地域組織である。ただし、市民・地域組織

にはそれぞれの大目的があることに注意する必要がある。

　例えば、町内会等の自治組織は、行政でやるべきこと

を「共助」や「絆」の名のもとで下請され、すでに多く

のタスクを抱えて限界状態にあり、地域が本来担う唯一

の役割である「コミュニティ意識の醸成」を残して、今

後は任意とボランティアの原理に基づき地域が抱えるタ

スクのリストラが求められる時代となりつつあるという

指摘が存在する（紙屋， 2017）。これを踏まえれば、町内

会や自治会といった市民・住民組織の大目的は「コミュ

ニティ意識の醸成」であり、「公共交通の維持」ではない。

同様に、商店街は「商売を続けること」が大目的である。

　一方、「コミュニティ意識の醸成」や「商売の継続」といっ

た各主体それぞれの大目的を達成するために、大鰐線が

必要であれば、大鰐線の維持を小目的とした取組みを地

域が担う可能性が見出される。

　以上の整理から、 MM の実施主体が多様になったとき、

各主体で大目的は異なっていても、小目的が「公共交通

の維持」に集約されることが重要である。したがって、

もし行政や交通事業者が地域に対して MM の実施主体の
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多様化を図ろうとする場合は、やみくもに MM 推進を勧

めるのではなく、MM や公共交通の維持に資する活動が

各主体それぞれの大目的の達成に貢献できることを予め

考慮して計画策定や施策展開を行い、そのうえで地域に

働きかけることが求められる。

8.  まとめ

　本研究では、鉄道利用促進を目的とした MM について、

大鰐線における MM の取組みを整理したうえで、同様の

手法で「時期」と「場所」を変えて 2 ヵ年にわたって実

施した沿線住民を対象とした TFP に特化して効果検証を

行い、アンケート調査結果による意識変容を把握すると

ともに、TFP 対象駅の利用者数の変化や、実施方法等に

よる効果の比較を行った。さらに、大鰐線の利用者数と

収入の変化から各種利用促進策のマクロ的効果も把握し、

最後に MM 実施上の課題から「継続的かつ空間的な広が

りのある実施」という視点で MM 推進体制の在り方を検

討することで、鉄道利用促進に向けた MM の効果と推進

体制を明らかにした。

　TFP による効果は、心理指標の変化、TFP 対象駅の利

用者数の変化、それぞれについて効果を確認しただけで

なく、本研究では MM を軸とした多様な利用促進方策に

より、大鰐線利用者数の減少傾向の緩和、収入増加とい

う、説得力を持つマクロ的な効果を確認することができ

た。このことは、今後の各種利用促進策を展開する上で

大きな推進力になることが期待される。

　無論、大鰐線存廃問題は今もなお進行形であり、今回

得られた効果が存廃問題にどれほど影響するかは定かで

はない。また、鉄道の存廃問題は、バスなどと比べて感

情論的な議論に陥りやすく、行政も地域も「鉄道を残す」

という狭い視野で考えがちである。その中で、行政や地

域が MM をはじめとする方法論へ安易に先走りすること

は、鉄道を残す意味があるのか、残せる力が地域にある

のか、残すならどう残すのかという、根本的な議論や冷

静な判断がなされない危険性が伴うことに留意しなけれ

ばならない。しかしながら、少なくとも「鉄道を対象と

した MM で効果を確認できた」という事実については、

広く共有すべき知見であるとともに、全国の地方鉄道の

維持・再生に一定程度の「勇気」を与え得るものだと言っ

ても過言ではないだろう。

　現状で MM の実施主体は行政であることが多いが、本

研究では MM を含めた大鰐線の維持に資する活動には行

政以外の多様な実施主体が参画していることを明らかに

し、MM の持つ中長期的な効果を期待し難いという特性

を踏まえ、MM の継続的な実施には実施主体が多様であ

ることが重要であり、MM 推進体制として多様な実施主

体をゆるやかにまとめ、MM に係るツール・ノウハウの

アドバイスや支援をする、公共交通の維持に資する様々

な活動の受け皿となり得る組織や仕組みの存在が必要で

あることを示した。また、市民・住民参加の視点から、

実施主体の多様化にともなう注意点として、MM をはじ

めとする公共交通の維持に資する活動が、各主体の大目

的の達成に貢献できることを考慮した働きかけの必要性

も論じた。

　本稿で対象とした大鰐線においては、存廃問題を契機

に弘前市主導で立ち上がったコンソーシアムが受け皿と

なり得る可能性を有しているものの、現状ではそこまで

に至っていないのが課題である。これを課題として各ス

テークホルダーが認識し、次につなげることができれば、

MM の「継続的かつ空間的な広がりのある実施」のため

の「あるべき体制」の様相が見えてくると考える。本研

究においては、その具体な様相までは見据えられていな

いが、「あるべき体制」への入り口としての課題の明確化

ができたという点で、一定程度の意義があるものと思う。

今後のさらなる実践と事例の積み重ねによって、その様

相の具体化を目指したい。
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Abstract
In this research, a Mobility Management program to encour-
age people to use rail transport had been conducted on a trial 
basis, targeting residents of the towns located along the Konan 
Railway Owani Line for two years. As a result, the program 
was proved to positively affect the residents, increasing their 
awareness to the environmentally friendly rail transport. More 
residents came to use rail and it ended up to the increase in 
the Konan Railway Company income from the Owani Line. 
To continue the effects of Mobility Management, the authors 
proposed measures to have the residents kept the motivation to 
use rail transport. Meanwhile, those efforts may be successful 
only when they are supported by the residents. The transport 
administrators and railway companies need to improve Mobil-
ity Management measures as they could be more acceptable by 
the residents, increasing their awareness of the advantage of rail 
transport.
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